
 

※県民ホール利用で入場料を徴収する場合の使用料（１時間単位料金） 

入場料その他これに

類する料金を徴収し  

て使用する場合 

 

社会福祉法人等が 

使用する場合 

 

社会福祉法人等以外の

ものが使用する場合 

１，０００円未満 ２，５８０円 ５，１６０円 

２，０００円未満 ２，９７５円 ５，９５０円 

３，０００円未満 ３，５７０円 ７，１４０円 

３，０００円以上 ３，９７０円 ７，９４０円 

 


